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告 示 

 

兵庫県告示第336号 

昭和39年兵庫県告示第332号の11（かいに指定した出先機関）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日

から施行する。 

  令和６年３月29日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

２中「特別支援教育センター」を削り、「教育研修所」を「総合教育センター」に改める。 
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